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白
石
市
長
選
挙
を
10
月
31
日（
日
）

電
子
投
票
で
実
施
し
ま
す

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

任
期
満
了
に
伴
う
白
石
市
長
選
挙
は

10
月
24
日（
日
）に
告
示
さ
れ
、
10
月
31

日（
日
）に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

■
投
票
日
・
期
日
前

ど
ち
ら
も
電
子
投
票
で
実
施
し
ま
す

市
長
選
挙
は
、
電
子
投
票
で
実
施
し

ま
す
。
今
回
は
、
10
月
25
日
か
ら
30
日

に
実
施
す
る
、
投
票
日
前
の
「
期
日
前

投
票
」
も
電
子
投
票
で
実
施
し
ま
す
。

投
票
手
順
な
ど
投
票
機
の
操
作
方
法

な
ど
に
つ
い
て
は
、
来
月
号
で
お
知
ら

せ
す
る
予
定
で
す
。
市
民
の
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
立
候
補
予
定
者
説
明
会

●
日
時

９
月
27
日（
月
）13
時
30
分
〜

●
場
所

市
庁
舎
４
階
　
第
４
会
議
室

■
市
長
選
挙
の
啓
発
用
標
語
を

募
集
し
ま
す

採
用
さ
れ
た
方
に
は
記
念
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。ふ
る
っ
て
応
募
く
だ
さ
い
。

●
標
語
形
式

原
則
と
し
て
５
・
７
・

５
の
17
文
字
で
作
成
く
だ
さ
い
。

●
応
募
方
法

任
意
用
紙
ま
た
は
ハ
ガ

キ
に
、
標
語
と
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先

電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
選
挙
管
理
委

員
会
あ
て
に
提
出
・
郵
送
く
だ
さ
い
。

●
応
募
期
限

９
月
15
日（
水
）必
着

●
郵
送
時
の
あ
て
先

〒
９
８
９
―
０
２
９
２
　
白
石
市
大
手

町
１
―
１
　
白
石
市
選
挙
管
理
委
員
会

M
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
庁
舎

１
階
）
0
２
２
―
１
３
１
５

現
在
の
保
険
者
証
（
桃
色
）
の
有
効

期
限
は
９
月
30
日
ま
で
。
市
で
は
新
し

い
保
険
証（
空
色
）を
９
月
中
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
保
険
証
は
、
住
所
地
以
外
に

転
送
さ
れ
な
い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

古
い
保
険
証
は
、
健
康
セ
ン
タ
ー
内

保
険
課
、
市
庁
舎
１
階
市
民
課
、
各
地

区
公
民
館
で
回
収
し
ま
す
の
で
、
ご
返

却
く
だ
さ
い
（
保
険
証
は
65
歳
以
上
の

方
と
、
40
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
に
交
付
し
て
い
ま
す
）。

M
保
険
課
介
護
保
険
係

0
２
２
―
１
３
６
１

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
固
く
守
り
ま

す
の
で
、お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●
期
間

９
月
７
日（
火
）〜
９
日（
木
）

10
時
〜
12
時
、
13
時
〜
15
時

●
相
談
種
別
と
応
対
者

法
律
相
談
（
弁
護
士
）、
税
金
相
談

（
税
理
士
）、
介
護
相
談
（
保
健
師
）、

何
で
も
相
談
（
セ
ン
タ
ー
相
談
員
）

●
相
談
電
話
番
号

0
０
２
２
―
２
１
９
―
７
８
３
０

（
悩
み
ゼ
ロ
）

M
県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

0
０
２
２
―
２
１
９
―
１
１
６
５

一
般
の
理
容
所
を
利
用
す
る
こ
と
が
困

難
な
方

○
サ
ー
ビ
ス
内
容

理
容
師
が
お
宅
ま
で
訪
問
し
て
理
容

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。
利
用
回
数

は
３
か
月
に
１
回
で
す
。

○
利
用
者
負
担

理
容
料
金
は
利
用
者
負
担（
１
回
３
、

０
０
０
円
程
度
）
で
す
。
市
で
は
訪
問

に
係
る
交
通
費
な
ど
を
負
担
し
ま
す
。

■
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用
助
成
事
業

○
利
用
対
象
者

65
歳
以
上
の
在
宅
高

齢
者
で
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
要
介
護
認
定
で
「
要
介
護
３
」
以
上

の
方

②
市
民
税
非
課
税
の
方

○
サ
ー
ビ
ス
内
容

市
内
タ
ク
シ
ー
会
社
所
有
の
タ
ク
シ

ー
に
利
用
で
き
る
基
本
料
金
相
当
額
の

助
成
券
を
、
月
４
枚
（
乗
車
１
回
に
つ

き
１
枚
）を
単
位
と
し
て
交
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
す
で
に
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用

助
成
券
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
に
は

交
付
で
き
ま
せ
ん
。

○
利
用
者
負
担

基
本
料
金
相
当
額
を
超
え
る
料
金

■
各
サ
ー
ビ
ス
の
申
請

申
請
書
の
提
出
は
、
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
ま
た
は
市
庁
舎
１
階
市
民
課
総
合

福
祉
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

M
福
祉
事
務
所
長
寿
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
日
程
で

実
施
し
ま
す
。
こ
の
定
期
検
査
を
受
け

な
い
計
量
器
（
は
か
り
）
は
、
取
引
証

明
に
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
検
査
を
不
受
け
て
く
だ
さ
い
。
新

し
い
は
か
り
で
も
「
免
除
」
の
シ
ー
ル

を
貼
り
ま
す
の
で
、
検
査
会
場
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

M
商
工
観
光
課

0
２
２
―
１
３
２
１

宮
城
県
計
量
検
定
所

0
０
２
２
―
２
４
７
―
１
６
４
１

65
歳
以
上
の
在
宅
高
齢
者
の
方
の
生

活
の
質
の
向
上
と
、
介
護
者
の
負
担
軽

減
を
目
的
に
、
今
年
度
か
ら
次
の
事
業

を
新
規
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
申
請
い
た
だ
き
、
高
齢
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
寝
具
類
等

洗
濯
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス
事
業

○
利
用
対
象
者

65
歳
以
上
の
在
宅
高
齢
者
で
要
介
護

認
定
で
「
要
介
護
３
」
以
上
の
方

○
サ
ー
ビ
ス
内
容

１
回
あ
た
り
掛
け
布
団
１
枚
、
敷
き

布
団
１
枚
、
毛
布
１
枚
の
洗
濯
乾
燥
消

毒
を
行
い
ま
す
。
布
団
な
ど
は
自
宅
ま

で
取
り
に
う
か
が
い
ま
す
。
利
用
回
数

は
年
２
回
以
内
で
す
。

○
利
用
者
負
担

市
と
事
業
者
が
契
約
し
た
委
託
料
の

１
割
の
額
を
負
担
い
た
だ
き
ま
す
（
布

団
１
枚
に
つ
き
１
回
２
１
０
円
で
す
）。

※
９
月
ご
ろ
に
１
回
目
の
サ
ー
ビ
ス
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
訪
問
理
容
サ
ー
ビ
ス
事
業

○
利
用
対
象
者

65
歳
以
上
の
在
宅
高
齢
者
で
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
要
介
護
認
定
で
「
要
介
護
３
」
以
上

の
方

②
65
歳
以
上
の
１
人
ぐ
ら
し
、
ま
た
は

高
齢
者
の
み
の
世
帯
に
属
す
る
方
で
、

計
量
器
（
は
か
り
）

定
期
検
査
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を

一
斉
更
新
し
ま
す

高
齢
者
の
た
め
の

特
別
一
斉
電
話
相
談
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田町・本町・中町・長町・亘理
町）、斎川、大平�
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市
で
は
、
乳
幼
児
、
心
身
障
害
者
の

方
で
、
次
に
該
当
す
る
方
の
医
療
費
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

■
乳
幼
児

外
来
＝
０
歳
か
ら
４
歳
未
満
ま
で

（
４
歳
に
到
達
し
た
月
分
ま
で
）

入
院
＝
０
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま
で

な
お
、
４
歳
に
到
達
し
た
乳
幼
児
の

方
が
入
院
分
の
助
成
を
受
け
る
場
合
に

は
、
毎
年
度
、
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
（
自
動
更
新
の
対
象
と
し
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）。

■
心
身
障
害
者

・
身
体
障
害
者
手
帳「
１
級
」「
２
級
」お

よ
び「
内
部
障
害
３
級
」を
お
持
ち
の
方

・
療
育
手
帳
「
Ａ
」
を
お
持
ち
の
方

（
※
職
親
制
度
を
利
用
し
て
い
る
方
に

つ
い
て
は
、
療
育
手
帳
「
Ｂ
」
を
お
持

ち
の
方
も
該
当
し
ま
す
）

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
障
害
程
度
が

「
１
級
」
に
該
当
す
る
方

な
お
、
い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

■
更
新
手
続
き
に
つ
い
て

現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
９

月
下
旬
ご
ろ
に
新
し
い
受
給
者
証
を
郵

送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
方
は
更
新

手
続
き
が
必
要
で
す
（
手
続
き
が
必
要

な
方
に
は
、
別
途
通
知
し
ま
す
）。

・
平
成
16
年
１
月
１
日
現
在
、
他
の
市

町
村
に
居
住
し
て
い
た
方

・
健
康
保
険
証
が
変
わ
っ
た
方
　
な
ど

M
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

0
２
２
―
１
４
０
０

●
日
時

10
月
２
日（
土
）10
時
〜
15
時

●
会
場

柴
田
町
　
サ
ン
コ
ア

大
河
原
町
　
オ
ー
ガ

●
相
談
内
容

相
続
・
贈
与
・
売
買
な

ど
に
関
す
る
登
記
手
続
き
、金
銭
貸
借
、

借
地
借
家
、
裁
判
所
の
手
続
き
、
土
地

の
境
界
、
建
物
の
登
記
な
ど

M
宮
城
県
司
法
書
士
会
仙
南
支
部

八
島
克
之
0
０
２
２
４
―
７
２
―
２
０
４
０

■
制
度
改
正
に
よ
る
新
規
申
請
は

９
月
30
日
ま
で
で
す

小
学
校
２
・
３
年
生
の
保
護
者
の
方

で
ま
だ
手
続
き
し
て
い
な
い
方
は
、
お

急
ぎ
く
だ
さ
い
。

■
児
童
手
当
現
況
届
の

提
出
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎

年
６
月
に
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
引
き
続

き
児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
方
は
、
大

至
急
市
庁
舎
１
階
市
民
課
窓
口
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

小
学
校
１
〜
３
年
生
の
保
護
者
の
方

は
、
４
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
け
取
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
９
月
30
日
ま
で

に
必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
該
当
す
る
方
に
は
、
６
月
に
現
況
届

用
紙
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

M
市
民
課
総
務
係

0
２
２
―
１
３
１
２

■
年
金
受
給
者
の
皆
様
へ

「
現
況
届
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？
」

年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
年
一
回
、

誕
生
月
に
必
ず
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
が
「
現
況
届
」
で
す
。

現
況
届
の
用
紙
は
、
毎
年
誕
生
月
の

初
旬
に
送
付
し
ま
す
。
住
所
・
氏
名
な

ど
を
記
入
の
上
、
必
ず
誕
生
月
の
末
日

ま
で
に
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
へ
到

着
す
る
よ
う
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
提
出
す

る
ま
で
の
間
、
年
金
の
支
払
い
が
一
時

止
ま
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か
？

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
方
を
除
き
、
国
民
年
金
の
強

制
加
入
期
間
は
60
歳
ま
で
で
す
が
、
過

去
に
国
民
年
金
の
未
加
入
期
間
や
未
納

期
間
が
あ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

資
格
期
間
が
不
足
す
る
方
や
、
満
額
の

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
な
い
方

は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
国
民

年
金
に
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
昭
和
30
年
４
月
１
日
以
前

生
ま
れ
の
方
は
、
65
歳
に
な
っ
て
も
老

齢
基
礎
年
金
受
給
の
た
め
に
必
要
な
期

間
が
足
り
な
い
場
合
、
65
歳
か
ら
70
歳

ま
で
の
間
で
受
給
資
格
期
間
を
満
た
す

ま
で
、国
民
年
金
に
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
確
認
を
！

年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
年
金
の
額
が

減
額
さ
れ
た
り
、
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ
な

く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
電
話
に
よ
る
納
付
の
ご
案
内
】

社
会
保
険
事
務
所
職
員
や
国
が
委
託

し
た
業
者
が
、
電
話
に
よ
る
納
付
案
内

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
納
付
期

限
ま
で
に
納
付
の
確
認
が
で
き
な
か
っ

た
方
に
対
し
て
の
「
納
め
忘
れ
期
間
の

お
知
ら
せ
」
で
す
。

【
戸
別
訪
問
】
社
会
保
険
事
務
所
職
員

や
国
民
年
金
推
進
員
、
国
民
年
金
収
納

指
導
員
が
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
直

接
各
家
庭
に
う
か
が
い
、
制
度
の
案
内

や
届
出
の
相
談
、
保
険
料
の
徴
収
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
ご
注
意
を
！
】
最
近
、
社
会
保
険
の

関
係
団
体
を
名
乗
る
と
こ
ろ
か
ら
、
各

家
庭
に
不
審
な
文
書
が
届
い
て
い
ま

す
。
ま
た
、
電
話
に
よ
る
個
人
情
報
の

収
集
も
後
を
絶
た
な
い
状
況
で
す
。

不
審
者
や
電
話
な
ど
に
よ
る
照
会
が

あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
場
で
即
答
せ
ず

に
相
手
の
所
属
と
氏
名
、
連
絡
先
な
ど

を
確
認
い
た
だ
き
、
近
く
の
社
会
保
険

事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所
〉

0
０
２
２
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５
１
―
３
１
１
１

M
市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
２
２
―
１
３
１
２

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

乳
幼
児
・
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
の

登
録
（
更
新
）
手
続
き
に
つ
い
て

児
童
手
当
か
ら
の

お
知
ら
せ

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

無
料
法
律
相
談
会


